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整理№ 142 事 業 評 価 シ ー ト

22 年度

評価担当部署 建設産業部　都市整備課 課長（主幹）名 鈴木　聡

実施計画事業名 都市計画決定事業 評価対象年度 平成

4 都市基盤

政　策 3 調和のとれた持続可能なまちづくり

施　策 2 計画的な土地利用を推進します

目
的

拡大基調のまちづくり・高コスト社会から方向転換し、高齢者などが安心安全に生活することができるコンパクトなまちを目指す
ため、土地利用等の見直し等を行う。

５
ヶ
年
の

施
策
展
開

①都市計画基礎調査を実施。建物現況・土地利用の現況・変化を把握し、今後の都市計画を検討する。
②北海道が策定している「整備、開発及び保全の方針」の中間見直しを実施する。
③各土地利用に関する都市計画変更の手続きを進める。
④都市計画マスタープランの中間見直しの検討を行なう。
⑤国土基本図（都市計画現況図1/2,500）・都市計画図（1/10,000、1/25,000）作成・販売
⑥GIS基図作成（都市計画区域及びその周辺）

関連施策

現
状
と
課
題

○都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、今後は人口減少や少子高齢化などの社会的背景に対応した都市計画として
いかなければならない。“土地利用”“都市施設”“市街地開発事業”という都市計画の3本柱のうち、“土地利用”に関する見直し
が必要となっている。
○都市計画マスタープラン（目標年が平成32年度）の中間年にあたっての見直しを検討する必要がある。
○平成16年度現況により作成した現在の都市計画図ﾃﾞｰﾀの経年変化に伴う修正が必要である。

総
合
計
画
体
系

分　野

年度

都市計画決定を行った件数（土地利用、都市施設、面的整備について都市計画法に基づ
き決定（告示）を行った件数）

実績 2

成
果
指
標

名　称 単　位 22 年度 25  年度

都市計画決定件数 件 目標 1 1 0

21

4

活
動
指
標

名　称 単　位 21 年度 22 年度

都市計画審議会開催回数 回 目標 2

都市計画審議会を開催した回数

目標 3 6 0

3

25  年度

2 0

実績 2

- -

地域及び関係機関との都市計画の変更・見直し・決定等に関する協議回数 実績 4 7

関係機関協議 回

-

実績

目標 -

実績

目標 - -

単位
21 年度 22 年度 23 年度

備　考
（決　算）

0 0

0 0

0 0

25,434

0

起　債 千円 0

（評価年度決算見込） （予　算）

505直接事業費（Ａ） 千円 5,609

その他 千円 0 0

国庫支出金 千円 0

道支出金 千円

人件費（Ｂ） 千円 8,034 8,489

0

一般財源 千円 5,609 25,434 505

計（Ａ＋Ｂ） 千円 13,643 33,923

1.24

8,421

この事業にかかる職員数 人/年 1.16 1.25

8,926

状
況
変
化

実施計画当初（平成21年～）からの状況変化

事
業
費
の
実
績



【１次評価】

年 月 日

　ａ　問題なし　　ｂ　検討の余地がある　　ｃ　早急な改善が必要
＜ｂ またはｃ の場合は、具体的な細事業名などを挙げ、問題点を記入する＞

各細事業の進め方について、市民との協働、他団体等との役割分担の見直し、環境への配慮など、改善の必要性はないか

ａ 　ａ　問題なし　　ｂ　検討の余地がある　　ｃ　早急な改善が必要
＜ｂ またはｃ の場合は、具体的な細事業名などを挙げ、問題点を記入する＞

成
 
 

果

成果指標の単年度の目標値は達成できたか（単年度の目標値がない場合は、長期的な目標値を達成できそうか予測）

ａ 　 ａ　目標達成　　　ｂ　ほぼ目標どおり　　ｃ　目標達成できず（目標値と大きな差がある）
＜ｃ の場合は、なぜかを分析して記入する＞

概ね問題なし
＜Ａ～Ｃ判定を受けての今後の方針、問題点に対する改善策などを記入する＞

コ
ス
ト
効
率

無駄なコストが発生していないか、投入した予算や人員に見合った効果が得られているか

ａ 　ａ　問題なし　　ｂ　改善の余地がある
＜ｂ の場合は、具体的な細事業名などを挙げ、問題点を記入する＞

ａ 細事業の構成

細
事
業
の
構
成
・
進
め
方

細事業の改廃や新規細事業の必要性はないか

ａ

ａ 細事業の進め方 ａ

総
合
評
価

Ａ

総
合
評
価

Ａ 概ね問題なし
＜２次評価者の視点からコメントを記入する＞

１次評価のとおり取り進めること。

平成22年度に①稚内都市計画区域の変更（北海道指定）、②稚内都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の
変更（北海道決定）、③稚内都市計画臨港地区の変更（北海道決定）、④稚内都市計画用途地域の変更（稚内市決
定）、⑤稚内都市計画特別用途地区の変更（稚内市決定）、⑥稚内都市計画下水道の変更（稚内市決定）を行っ
た。平成23年度には、用途地域の見直しを行う。これにより、稚内市都市計画の全体的内容が整理される。

【２次評価】

コスト効率 ａ成　　果

【内部評価委員会】

意
　
見

都市計画決定事業 最終更新日 平成 23 4 25


